様式第６号（第８条関係）
現況届
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　広島県知事　様　　　
所在地又は住所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
　広島県障害者支援施設等に準ずる者認定要綱第８条の規定に基づき、次のとおり報告します。　
１　登録区分（該当するところに○を記入する。）
	(1) 特例子会社
	
	(2) 重度障害者多数雇用事業所
	

	(3) 在宅就業障害者
	
	(4) 在宅就業支援団体
	

	(5) 共同受注窓口
	


２　担当者等
	担当者
	部署　
職・氏名
	

	
	連絡先
	電話
Fax
Mail

	入札参加資格番号
	


３　添付資料　
（１）定款（個人事業主は除く）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）会社概要（パンフレット等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（３）取扱物品・役務の概要（パンフレット・写真等）　　　　　　　　　　　
（４）重度障害者多数雇用事業所、在宅就業支援団体、共同受注窓口であることを証する書類
　　　・重度障害者多数雇用事業所の場合は「障害者雇用状況計算書」（様式第６号別添１）
・在宅就業障害者の場合、前年度に在宅就業契約を締結した事業主との契約書の写し
　　　・在宅就業支援団体の場合は、厚生労働大臣の在宅就業支援団体登録通知書の写し
　　　・共同受注窓口の場合は、「共同受注窓口調書」（様式第６号別添２）

（5） 前年度における納入実績
（6） 取扱い物品・役務調書（様式第２号）
様式第６号別添１

障害者雇用状況計算書

　年　月　日

所　在　地

名　　　称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　

	(1)

労働者数
	(2)

短時間労働者数
	(3)

(1)のうち障害者数
	(4)

(2)のうち障害者である短時間労働者
	(5)

障害者数（短時間労働を含む）

(3)+(4)×0.5

	人
	人
	人
	人
	人

	(6)身体障害者、知的障害者、精神障害者の数

	(ｲ)

重度身体障害者数
	(ﾛ)

重度身体障害者以外の身体障害者数
	(ﾊ)

知的障害者数
	(ﾆ)

知的障害者である短時間労働者数
	(ﾎ)

精神障害者数
	(ﾍ)

精神障害者である短時間労働者数

	人
	人
	人
	人
	人
	人

	(7)

障害者雇用割合
	(8)

重度障害者割合

	
	％


	
	％




記載上の注意

１　(1)欄、(3)欄、(6)欄のうち(ｲ)、(ﾛ)、(ﾊ)、(ﾎ)は、短時間労働者の数は含めないこと。

２　(5)欄「障害者数」は、５人以上であることを要する。

３　(7)欄には、(5)欄「障害者数」を(1)欄「労働者数」と(2)欄「短時間労働者数」に２分の１を乗じて得た数を合計して得た数で除し、100を乗じて得た数（小数点以下切捨て）を記入すること。なお、その割合が20％以上であることを要する。

４　(8)欄には、(6)欄のうち「(ｲ)重度身体障害者数」と「(ﾊ)知的障害者数」と「(ﾆ)知的障害者である短時間労働者数」に２分の１を乗じて得た数と「(ﾎ)精神障害者数」と「(ﾍ)精神障害者である短時間労働者数」に２分の１を乗じて得た数を合計して得た数を(5)欄の「障害者数」で除し、100を乗じて得た数（小数点以下切捨て）を記入すること。なお、その割合が30％以上であることを要する。

５　(1)欄から(4)欄まで及び(6)欄の記入事項については、その事実を証明するに足りる書類（障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく「障害者雇用状況報告書」の写し、労働者名簿、賃金台帳、身体障害者手帳の写し等）を添付すること。

様式第６号別添２
共同受注窓口調書

	No.
	共同受注窓口に参加する障害者就労施設等の設置主体
	障害者就労施設等の状況

	
	法人名
	障害者就労施設等の名称
	種別
	所在地
	管理者名

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	


注１　申請日現在で、設置主体ごとに整理して記入すること。

注２　種別の欄には、①障害者支援施設、②生活介護事業所、③就労移行支援事業所、④就労継続支援Ａ型事業所、⑤就労継続支援Ｂ型事業所、⑥地域活動支援センター、⑦小規模作業所に分類して記入すること。

注３　行数が不足する場合は、適宜行数を追加し、共同受注窓口に参加する全ての障害者就労施設等を記入すること。

×100





(3)+(4)×0.5


(1)+(2)×0.5








×100





(ｲ)+(ﾊ)+(ﾆ)×0.5+(ﾎ)+(ﾍ)×0.5


(3)+(4)×0.5











